
平成 20 年５月 21 日 

 

各      位 

       会 社 名  あいおい損害保険株式会社              

       代表者名  取締役社長  児  玉  正  之 

    （コード番号  ８７６１  東証・大証・名証） 

    問合せ先  総務部次長  白 井 祐 介 

    （ＴＥＬ ０３－５４２４－０１０１） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 20 年５月 21 日開催の取締役会において、平成 20 年６月 26 日に開催予定の第７回定時

株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決定いたしましたので、お知らせ

いたします。 

記 

 

１．変更の理由 

取締役の職務遂行にあたり、その能力を充分に発揮し、期待される機能、責任を果たしうるよう

役付取締役の役割を明確にすることを目的に、現行定款第 27 条を変更するものであります。 

 

２．変更の内容 

   変更の内容は次のとおりであります。 

   （下線は変更箇所） 

現 行 定 款 変  更  案 

（役付取締役および代表取締役） 

第 27 条 取締役会は、その決議によって取締

役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役

副社長、専務取締役および常務取締役を選定

する。ただし、取締役会長、取締役副会長お

よび取締役副社長は、欠員とすることができ

る。 

２ 前項の取締役中から、取締役会の決議によ

って代表取締役若干名を選定する。 

 

３ 取締役会は、その決議によって取締役名誉

会長または取締役相談役を定めることがで

きる。 

（代表取締役および役付取締役） 

第 27 条 取締役会は、その決議によって代表

取締役若干名を選定する。 

 

 

 

 

２ 取締役会は、その決議によって取締役社長

をはじめ業務執行を担当する役付取締役を選

定することができる。 

（ 削 除 ） 

 

３．日  程 

    定款変更のための株主総会開催日     平成 20 年６月 26 日（木） 

    定款変更の効力発生日          平成 20 年６月 26 日（木） 

以 上 

  


